
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

三

号

航
空
自
衛
隊
入
間
基
地
に
お
け
る
納
涼
祭
及
び
航
空
祭
と
、
そ
れ
に
係
る
防
衛
省
通
達
及
び
事
務
連
絡
に
関
す

る
質
問
主
意
書

提

出

者

柴

山

昌

彦

3



航
空
自
衛
隊
入
間
基
地
に
お
け
る
納
涼
祭
及
び
航
空
祭
と
、
そ
れ
に
係
る
防
衛
省
通
達
及
び
事
務
連
絡
に
関
す

る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
七
日
、
航
空
自
衛
隊
入
間
基
地
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
納
涼
祭
に
お
い
て
、
民
主
党
・
松
崎
哲
久

衆
議
院
議
員
が
自
衛
官
を
恫
喝
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
後
、
産
経
新
聞
等
で
報
じ
ら
れ
た
。

ま
た
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
日
に
、
入
間
基
地
で
開
催
さ
れ
た
航
空
祭
に
お
い
て
、
同
基
地
を
支
援
す
る
民
間
団
体

「
入
間
航
友
会
」
会
長
が
挨
拶
の
中
で
、
現
在
の
民
主
党
政
権
を
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
出
さ
れ
た
、
防
衛
事
務
次

官
名
に
よ
る
「
隊
員
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
通
達
に
つ
い
て
も
、
先
述
の
松
崎
哲
久
衆
議
院
議
員
に

よ
る
働
き
か
け
の
疑
惑
が
出
て
い
る
。

更
に
は
通
達
の
出
さ
れ
た
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
日
、
防
衛
省
大
臣
官
房
文
書
課
長
名
で
「
各
種
行
事
に
お
け
る
部
外
団

体
を
代
表
し
て
参
加
さ
れ
た
方
の
御
挨
拶
の
概
要
の
提
出
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
と
す
る
事
務
連
絡
ま
で
出
さ
れ
た
。

こ
の
通
達
及
び
事
務
連
絡
は
、
自
衛
隊
の
民
間
人
に
対
す
る
「
言
論
統
制
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
憲
法
十
九
条
（
思
想
信
条

の
自
由
）
、
同
二
十
一
条
（
表
現
の
自
由
）
の
精
神
に
反
す
る
疑
い
が
極
め
て
高
い
。

こ
れ
は
尖
閣
諸
島
問
題
や
朝
鮮
半
島
問
題
な
ど
ア
ジ
ア
情
勢
が
緊
迫
化
す
る
中
、
仙
谷
前
官
房
長
官
に
よ
る
「
自
衛
隊
は
暴

一



力
装
置
」
発
言
を
始
め
と
す
る
菅
内
閣
に
お
け
る
危
機
管
理
の
欠
如
や
、
間
違
っ
た
政
治
主
導
を
象
徴
す
る
重
大
な
行
為
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

事
実
確
認
に
つ
い
て

（
納
涼
祭
に
つ
い
て
）

�

納
涼
祭
に
お
け
る
、
民
主
党
・
松
崎
哲
久
衆
議
院
議
員
の
暴
言
、
恫
喝
疑
惑
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
八

日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
北
澤
防
衛
大
臣
は
「
事
実
関
係
は
調
査
す
る
」
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
調
査
は

さ
れ
た
の
か
。

�

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
の
産
経
新
聞
で
は
防
衛
省
の
聞
取
り
調
査
の
詳
細
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
調

査
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
産
経
新
聞
の
報
道
と
同
じ
か
否
か
明
示
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
省
の
聞
取
り
調
査
と
、
産
経
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
内
容
が
同
じ
か
否
か
を
判
断
す
る
に
は
、
聞
取
り
調
査
を
速
や

か
に
公
表
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
今
後
、
政
府
と
し
て
い
つ
公
表
す
る
の
か
明
示
さ
れ
た
い
。

�

�
で
述
べ
た
報
道
が
防
衛
省
内
部
か
ら
リ
ー
ク
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
も
極
め
て
重
大
な
問

二



題
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
リ
ー
ク
に
つ
い
て
の
内
部
調
査
は
行
っ
た
の
か
、
ま
た
今
後
行
う
予
定
は
あ
る
の
か
政
府

の
考
え
は
如
何
か
。

（
航
空
祭
及
び
事
務
次
官
通
達
、
文
書
課
長
事
務
連
絡
に
つ
い
て
）

�

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
四
日
に
松
崎
哲
久
衆
議
院
議
員

が
入
間
の
基
地
司
令
を
永
田
町
に
呼
ん
で
、
内
局
の
担
当
課
長
同
席
の
も
と
事
実
関
係
の
確
認
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
北
澤
防
衛
大
臣
は
「
後
日
報
告
を
受
け
た
。
」
と
答
弁
さ
れ
た
が
、
防
衛
省
が
当
該
「
入
間
航
友
会
」
会
長
の
発
言

に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
た
の
は
こ
の
時
が
最
初
な
の
か
、
ま
た
北
澤
防
衛
大
臣
が
こ
の
件
に
つ
い
て
の
報
告
を
最
初
に

受
け
た
の
は
い
つ
か
、
事
実
関
係
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

「
入
間
航
友
会
」
会
長
の
発
言
に
対
す
る
報
告
を
受
け
、
北
澤
防
衛
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
政
務
三
役
は
、
い
つ
、
ど

の
よ
う
な
協
議
を
行
い
、
そ
し
て
事
務
次
官
に
通
達
を
指
示
し
た
の
は
い
つ
か
明
示
さ
れ
た
い
。

�

平
成
二
十
二
年
十
一
月
四
日
の
松
崎
哲
久
衆
議
院
議
員
に
よ
る
一
連
の
行
動
に
つ
い
て
、
政
府
は
「
入
間
航
友
会
」
会

長
の
挨
拶
に
対
す
る
抗
議
行
動
と
の
認
識
が
あ
る
か
否
か
。
ま
た
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
日
の
航
空
祭
終
了
後
か
ら

現
在
（
当
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
の
閣
議
決
定
時
）
ま
で
の
間
、
「
入
間
航
友
会
」
会
長
の
発
言
に
つ
い
て
防
衛

三



省
及
び
関
係
各
所
に
抗
議
は
あ
っ
た
の
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
件
の
抗
議
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
内
容
と
と
も
に
明

示
さ
れ
た
い
。

�

平
成
二
十
三
年
一
月
六
日
の
入
間
基
地
で
開
催
さ
れ
た
新
年
賀
詞
交
歓
会
に
お
い
て
、
当
該
「
入
間
航
友
会
」
会
長
も

新
年
の
ご
挨
拶
を
さ
れ
た
が
、
事
務
次
官
通
達
及
び
文
書
課
長
事
務
連
絡
に
基
づ
き
、
発
言
内
容
の
事
前
審
査
や
、
事
後

報
告
な
ど
、
当
該
「
入
間
航
友
会
」
会
長
と
防
衛
省
関
係
者
の
接
触
は
あ
っ
た
の
か
否
か
、
事
実
関
係
を
明
示
さ
れ
た

い
。

二

事
務
次
官
通
達
及
び
文
書
課
長
事
務
連
絡
の
政
府
見
解
に
つ
い
て

�

自
由
民
主
党
の
大
�
拓
前
衆
議
院
議
員
が
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
た
「
入
間
基
地
退
職
者
雇
用

協
議
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
懇
親
会
」
で
、
二
週
間
前
か
ら
挨
拶
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
催
者
側

か
ら
当
日
に
な
っ
て
挨
拶
を
控
え
て
ほ
し
い
旨
の
依
頼
を
受
け
た
な
ど
、
事
務
次
官
通
達
が
純
粋
な
民
間
人
以
外
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
現
職
国
会
議
員
と
、
前
・
元
国
会
議
員
で
所
属
政
党
の
支
部
長
で
あ
る
者
の
立
場
は
同
じ

な
の
か
違
う
の
か
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
、
大
�
前
議
員
に
対
す
る
今
回
の
対
応
は
、
通
達
及
び
事
務
連
絡
に
基
づ
い
た

正
し
い
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。

四



�

事
務
次
官
通
達
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
民
間
人
主
催
の
会
に
、
自
衛
隊
員
の
参
加
や
自
衛
隊
施
設
の
利
用
を
依
頼
す
る
場

合
、
民
間
人
の
参
加
が
制
限
さ
れ
得
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
結
果
的
に
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
「
表
現
の
自
由
」
の
侵

害
に
あ
た
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
及
び
そ
の
理
由
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

事
務
次
官
通
達
及
び
文
書
課
長
事
務
連
絡
に
つ
い
て
の
基
準
が
不
明
確
で
あ
り
、
現
場
の
隊
員
が
ど
こ
ま
で
判
断
で
き

る
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
透
明
性
の
確
保
及
び
現
場
に
ど
こ
ま
で
の
判
断
を
求
め
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
示
さ
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


